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欧州における商談会等への出展による販路開拓支援等業務委託実施要領 

令和８年度｢かごしま茶｣の新たな販路開拓支援事業 

（かごしま茶「せいめい」研究会の活動支援) 

 

 

１ 事業の目的 

  海外での健康志向や日本食への関心の高まりなどにより、抹茶・せん茶の需要が

拡大しており、特に、本県では、全国に先駆けて色合いやうま味に優れ、海外での

需要が高い抹茶の生産に適した品種「せいめい」の産地化に取り組んでいるところ

である。 

また、本県は、荒茶生産量を始め世界各国に輸出対応可能な有機ＪＡＳ茶園面積

や抹茶の原料となるてん茶の生産量が全国１位となっていることから、有機栽培抹

茶等への嗜好が強いＥＵ、イギリスなどを重要なターゲット国として、抹茶やせん

茶等の商品を国際見本市に出展し、現地バイヤーとのマッチングや「かごしま茶」

のＰＲ、現地の茶業情勢調査を行い、「せいめい」を含む｢かごしま茶｣の認知度向上

と更なる海外販路拡大につなげる。 

 

２ 委託業務の内容 

  別添｢欧州における商談会等への出展による販路開拓支援等業務委託仕様書(令

和８年度｢かごしま茶｣の新たな販路開拓支援事業)による。 

  

３ 応募に係る資格要件 

 ⑴ 鹿児島県内に主たる事業所又は営業所等を有する法人であること。  

  ⑵ 地方自治体又は公共団体等(観光協会等)から、同様の業務を受注した実績があ

ること。 

⑶ 次の各号のいずれにも該当しないこと。 

 ア 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の４の規定に該当する者 

イ 物品又は役務の調達等に係る有資格業者の指名停止に関する要綱(平成 15 年

鹿児島県告示第 416 号)第３条又は第４条の規定による指名停止を受けている

者 

ウ 鹿児島県が行う契約からの暴力団排除措置に関する要綱に規定する｢暴力団

排除措置の対象となる法人｣に該当する者 

エ 宗教活動や政治活動を主たる目的とした団体ではないこと 

 

４ 企画提案の募集期間 

  令和８年４月 14日(火)～令和８年４月 23日(木) 

 

５ 企画提案の提出先等 

⑴  提出先 

   ｢15業務を担当する部局の名称及び問合せ先｣のとおり 
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⑵  提出方法 

    持参又は郵便により提出(郵便により提出する場合は、配達を証明することが

できる郵便とすること。) 

⑶  提出期限 

    令和８年４月 23日(木)17時 15分必着 

⑷  提出書類 

  ア 応募書(様式１) 

  イ 企画提案書(任意様式) 

  ウ 費用見積書 

  エ 企画提案者の企業概要パンフレット及び過去の実績が分かる資料等 

  オ 誓約書及び役員等名簿(様式２) 

⑸  提出部数 

   ⑷ア、オ 原本１部 

   ⑷イ～エ ６部(うち原本１部) 

⑹  提出期限後の提出書類の再提出及び差替えは認めない。 

⑺  提出書類に用いる言語、通貨及び単位は、日本語、日本円、日本の標準時及び

計量法(平成４年法律第 51号)に定める単位に限る。 

 

６ 企画提案書 

 ⑴ 様式は自由とする 

 ⑵ 企画提案書は１案に限る 

 

７ 委託業務の企画提案項目・内容(案) 

⑴  ＥＵ、イギリスにおける国際見本市等への出展実施方法案 

⑵  業務実施体制案 

⑶  スケジュール案 等 

   ※  今回示した業務委託の内容以外に、予算額の範囲内で、事業目的を達成する

ために有効と思われる事項があれば追加提案すること。 

 

８ 費用見積書 

⑴  業務に要する経費の見積額を提示すること。 

⑵  ⑴の見積額(消費税及び地方消費税を含む)は、次に掲げる金額の範囲内である

こと。 

   金額 7,183千円 

 

９ 企画提案の審査方法 

⑴  方法 

   別に定める審査委員により組織された企画審査委員会が、８の⑴の見積額が⑵

の金額以内の提案を審査する。 

   企画審査委員会は、書類審査の結果、最も内容が優れていると評価された企画
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提案書を提出した者を、最優秀提案者とする。審査結果に異議申し立てはできな

い。なお、必要に応じて書面等による質疑を行う。 

   最優秀提案者を推薦委員会に報告し、契約者を特定する。 

 

10 審査結果 

  企画審査委員会の審査結果は、各提案者に対し電子メール等により通知する。 

 

11 質問書 

  本企画提案競技に関して疑義があるときは、質問書(様式３)を提出し、回答を受

けることができる。なお、電話、来訪等による質問は受け付けない。 

⑴  提出先 

   ｢15業務を担当する部局の名称及び問合せ先｣のとおり 

⑵  提出方法 

   電子メール(添付ファイルは５MB 以内とする)、ファックス(送信後、着信確認

の電話をすること)、郵送又は持参により提出 

⑶  提出期限 

   令和８年４月 20日(月)17時 15分必着 

 ⑷ 回答 

   質問書に対する回答は、鹿児島県ホームページにおいて公開することとし、そ

の回答は、本実施要領又は企画提案仕様書の追加又は修正とみなす。 

 

12 スケジュール 

企画提案募集開始 令和８年４月 14日(火) 

質問書の提出期限 令和８年４月 20日(月)※17 時 15分必着 

企画提案書等の提出期限 令和８年４月 23日(木)※17 時 15分必着 

最優秀提案者決定(予定) 令和８年４月 28日(火) 

 

13 提案の無効 

⑴  応募資格のない者がした提案は、無効とする。 

⑵  この要領に定める手続以外の手法により、提案者が審査委員又は関係者に本

企画提案競技に関する援助を直接又は間接に求めた場合、その提案者の提案は

無効とする。 

⑶  提出書類が次に掲げる事項のいずれかに該当する場合、提案は無効となるこ

とがある。 

  ア 提出場所、提出方法及び提出期限に適合しないもの 

  イ 作成様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合しないもの 

  ウ 記載すべき内容の全部又は一部が記載されていないもの 

  エ 記載すべき事項以外の内容が記載されているもの 

  オ 虚偽の内容が記載されているもの 
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14 その他 

⑴  契約 

   推薦委員会において選定した提案者の代表者と業務委託契約の締結交渉を行

う。原則として提案された事業内容とするが、必要に応じて提案者と県との協議

により提案された企画内容の修正・変更を行い、委託契約を締結するものとする。 

   なお、この企画提案競技に応募した者が３(３)各号のいずれかに該当すること

となった場合、契約の締結を行わないことがある。 

⑵  その他 

  ア 提案書類の作成、提出に要する経費は、全て提案者の負担とする。 

  イ 提出書類は、提案者に無断で使用しないが、審査作業に必要な範囲において

複製を作成するものとする。 

  ウ 提出書類は返却しない。 

  エ 業務を統括する責任者を定め、企画提案書に記載するものとし、特別の理由

があると認められた場合を除き変更することができないものとする。 

 

15 業務を担当する部局の名称及び問合せ先 

  鹿 児 島 県 農政部農産園芸課茶業係 

  郵 便 番 号 890-8577 鹿児島市鴨池新町 10番１号 

  電 話 番 号 099-286-3200 

  ＦＡＸ番号 099-286-5595 

  電子メールアドレス cha@pref.kagoshima.lg.jp 
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欧州における商談会等への出展による販路開拓支援等業務委託仕様書 

令和８年度｢かごしま茶｣の新たな販路開拓支援事業 

（かごしま茶「せいめい」研究会の活動支援) 

 

１ 委託業務の名称 

  欧州における商談会等への出展による販路開拓支援等業務委託（令和８年度「か

ごしま茶」の新たな販路開拓支援事業（かごしま茶「せいめい」研究会の活動支援）） 

 

２ 事業の目的 

  海外での健康志向や日本食への関心の高まりなどにより、抹茶・せん茶の需要が

拡大しており、特に、本県では、全国に先駆けて色合いやうま味に優れ、海外での

需要が高い抹茶の生産に適した品種「せいめい」の産地化に取り組んでいるところ

である。 

また、本県は、荒茶生産量を始め世界各国に輸出対応可能な有機ＪＡＳ茶園面積

や抹茶の原料となるてん茶の生産量が全国１位となっていることから、有機栽培抹

茶等への嗜好が強いＥＵ、イギリスなどを重要なターゲット国として、抹茶やせん

茶等の商品を国際見本市に出展し、現地バイヤーとのマッチングや「かごしま茶」

のＰＲ、現地の茶業情勢調査を行い、「せいめい」を含む｢かごしま茶｣の認知度向上

と更なる海外販路拡大につなげる。 

 

３ 委託期間 

  契約締結日から令和９年２月 26日(金)まで 

 

４ 委託上限額 

  7,183千円以内(消費税及び地方消費税を含む。) 

  ※ 履行までに要するすべての経費を含む。 

 

５ 業務委託の内容 

⑴  国際見本市への出展に関すること 

・ 県が実施するＥＵ、イギリスにおける国際見本市への出展において、県と連

携・調整を行い、「せいめい」研究会の会員と海外バイヤーとの間で販路開

拓に向けた商談の機会を設けるよう企画・運営すること。 

・ 現地バイヤーの反応や商談の成果、現地の販売・流通などの茶業情勢につい

て調査・報告すること。 

・ 今後のＥＵ、イギリスにおける販路拡大に向け効果的な販売促進方法を提案

すること。 

⑵ 留意点 

商談会の担当者に実施時期について必ず確認すること。 

⑶  業務委託に係る経費について 

   ＥＵ・イギリスにおける国際見本市への出展に係る費用。 
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６ 実績報告書の作成・提出 

  委託業務の終了後、実施した業務の内容を記載した実績報告書(任意様式)を提出 

すること。 

  

７ その他 

⑴  業務の実施に当たっては、県と綿密な連絡を取り、その指示に従うこと。 

⑵  本仕様書は業務の概要を示すものであり、業務内容の詳細及び契約書、仕様書

に記載のない事項については、県と協議すること。 

⑶  受託者は、本事業に関して知り得た業務上の秘密、情報（個人情報も含む）に

ついて、本事業の目的以外の使用及び外部に漏らさないこと。また、契約期間終

了後も同様とすること。 

⑷  成果品の著作権は、県に属するものとし、また、本業務の成果品を県が自ら媒 

体間の連携や関係機関へ提供することなど、二次的な利用も可能なように対応す 

ること。 

⑸  受託者は、成果品に係る著作者人格権を有する場合においても、県に対して、 

これを行使できない。 

⑹  受託業務に必要となる資機材等は、受託事業者が用意すること。また、取材撮

影に当たり必要な法令等の許可申請や届出は、受託事業者が行うこと。 

⑺  取材に係る交通費や宿泊費等に要する経費は、委託料に含めるものとする。 


